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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つと捉え、経営の効率化・意思決定の迅速化を推進しております。また、コンプライア
ンスの実践を重要な経営事項と認識し、当社グループ全従業員に法令及び社内規程の遵守を求めるなど、コンプライアンス意識の強化に努めて
おります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【1－２（４）】

（議決権の電子行使のための環境整備）

2025年度より株主様の議決権行使の利便性を鑑み、インターネットによる議決権の電子行使化を導入しましたが、機関投資家や海外投資家の株
主数は全株主の約1％程度となっているため、議決権電子行使プラットフォームへの対応は行っておりません。

招集通知の英訳も対応しておりませんが、海外投資家の割合が増加した場合は対応を検討いたします。

【２－４（１）】

（中核人材の登用等における多様性の確保）

当社は、現状人数規模が比較的少なく、国内販売を中心とした事業領域であり、採用に関する母集団も限られていることから、現時点での外国人
採用及び外国人管理職登用についての実績はありません。中途採用の管理職登用人数の公表はしておりませんが複数名を登用しています。

また、女性活躍推進法に基づき、部門長である管理職に占める女性の割合目標を設定し、当社ウェブサイト及び有価証券報告書等に目標値、実
績値を開示しております。

なお、当社は、従業員の適正・能力を総合的に評価し、一人ひとりのスキルや資質が最大限発揮できるよう適所への配置を行っています。人材の
多様性の確保と人材育成を目指した社内研修や社内環境整備の考え方については、有価証券報告書に記載しております。

【４－２（２）】

（サステナビリィを巡る取組みについての基本的な方針）

当社のサステナビリティへの取組みは、中長期的な企業価値の向上をめざし、SDGsへの８つの目標を定め、当社ウェブサイト及び有価証券報告
書、統合報告書にて開示しております。経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略については明文化しておりませんが、当社の経営は経
営方針及び中期経営計画に沿って行われております。その計画の進捗状況について、取締役会及び四半期毎に行われる業績報告会にて確認と
審議を行い、監督を行ってまいりましたが今後、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の策定及び監督について、議論をしてまいり
ます。

【４－１０（１）】

（独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言）

当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また現在、独立した指名委員会・報酬
委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて取締役会の審議に
より独立社外取締役の適切な関与・助言を得て決定しております。

【４－１１】

（取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件）

取締役会は専門知識や経験、能力等の異なる取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数としておりま
す。ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保については、引き続き考慮してまいります。

監査等委員は財務・会計・法務に関する知識を有する者から選任し、監査等委員である社外取締役については、特に財務・会計の専門家を選任
しております。取締役会のあり方・運営については、今後議論することを通じ、取締役会の実効性、機能の向上に努めてまいります。

【４－１１（３）】

（取締役会の実効性についての分析・評価）

取締役会全体の実効性の分析・評価及びその開示については、今後の検討事項といたします。

【５－２（１）】

（事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況）

事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況については、必要に応じて取締役会で審議しておりますが、公表はしておりません。今
後、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況を含め、経営戦略等の開示に取り組んでまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【１－４】

（政策保有株式）

当社は、取引先との安定的かつ良好な取引関係の構築・維持・強化、業務提携等の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断さ
れる場合、当該取引先等の株式等を取得し、保有しております。また、保有の意義が希薄と考えられる当該株式については、できる限り速やかに
処分・縮減いたします。

当社は取締役会において、当該株式を管理する各担当部門が発行会社の取引状況及び財政状況並びに経営成績、株価、配当等を確認・検討し
た結果に基づき、当該株式の保有が当社の利益に寄与し、企業価値の向上に繋がるかを判断し、継続の適否について検証します。取引関係の
構築・維持・強化、業務提携等の保有目的に沿っているかを基に総合的に精査した結果、2025年度におきましては、全ての保有株式について保
有の妥当性があると判断し、継続保有することといたしました。保有の妥当性が認められない株式については、株価の動向等を考慮した上で縮減
を進めてまいります。

なお、議決権の行使については、議案内容を精査し、当該株式企業及び当社の企業価値向上に繋がるかを判断した上で適切に議決権を行使い
たします。

【１－７】

（関連当事者間の取引）

関連当事者間取引については取締役会の付議事項となっており、会社や株主共同の利益を害することのないよう、慎重に審議いたします。取締
役に対して関連当事者間取引に該当する事項がないかを年に一度、定期的に確認いたします。なお、関連当事者間の取引があった場合には、関
連法令にしたがい、速やかに開示いたします。

【２－６】

（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社の確定給付企業年金の運用担当部門では、運用機関である生命保険会社や信託銀行から運用状況の情報入手を定期的に行っておりま
す。運用状況においては、基本方針及び運用指針に基づく適切な取組みになっているかを担当部門によってモニタリングしております。運用担当
部門では、運用機関等が主催する各種セミナーへ出席し、専門性を高めることに努めております。

【３－１】

（情報開示の充実）

（１）会社の目指すところ（経営理念等）は、当社ウェブサイトに掲載しております。

（https：//www.heiwapaper.co.jp/corporate/policy.html）

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書Ｉ－１「基本的な考え方」に記載しております。

（３）経営陣幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く。以下（３）において同じ。）の報酬を決定するに当たっての方針と手続

・取締役の報酬等の額

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2026年６月25日開催の第93期定時株主総会であり、決議の内容は、年額２億40百万
円以内（うち社外取締役分は40百万円以内）とされております。

・取締役の報酬の算定方法の決定に関する方針及び決定方法

取締役の報酬の算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会であり、株主総会で決議された上限額の範囲内で、定時株
主総会後に開催する取締役会の審議により決定しております。その算定方法は、取締役各人の役位、在任期間、経営者としての職務内容、責
任、貢献度等と従業員給与とのバランスを総合的に勘案した報酬とし、固定報酬である基本報酬のみで構成しております。

（４）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、社内規程等で定めておりませんが、下記を総合的に判断し指名の手続きを行っ
ております。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に当たっては、会社法の欠格事由に該当せず、優れた人格・見識を有し、経営環境、市
場の変化を的確に把握できること等を総合的に判断して取締役会で決定いたします。

・監査等委員である取締役の選任について

監査等委員である取締役候補者の選任にあたっては、会社法の欠格事由に該当せず、優れた人格・見識及び高い倫理観を有し、公正かつ客観
的な立場から取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況が監査でき、積極的に意見を述べること等を総合的に判断して監査等委
員会の同意を経たうえで、取締役会で決定いたします。

・取締役の解任について

取締役を解任すべき事由が生じた場合には、取締役の解任案を取締役会で審議いたします。取締役会が株主総会に解任議案を付議した場合に
は、株主総会の決議をもって決定いたします。

（５）経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

当社の取締役の各候補者の選解任理由については、定時株主総会招集ご通知に記載いたします。

【３－１（３）】

（サステナビリティについての取組み等）

・サステナビリティ

当社のサステナビリティへの取組みは、中長期的な企業価値の向上をめざし、ISO14001環境マネジメント活動に取り組み、また、SDGsへの８つの
目標を定め、当社ウェブサイト及び有価証券報告書、統合報告書にて活動状況を開示しております。

（https://www.heiwapaper.co.jp/sdgs/sdgs.html）

・人的資本への投資

当社の中核人材は、本支店経営を担い得る人材と捉え、販売能力に加え、経営管理能力やDXスキルを携えた人材を強化し、本支店のみならず
本社での全社的な統括業務等の経験を積み重ねることが重要だと考えています。新卒一括採用を基本としながら、経験豊富な人材の中途採用も
活用し、ジョブローテーション、各種研修・教育や処遇の改善も含めた人的資本への投資を行っていきます。なお、「人材戦略に関する基本方針
等」として有価証券報告書に記載しております。

・知的財産への投資

当社の商品開発における意匠、商品名称等の商標登録、オリジナル性の高い商品のブランディングや、訴求効果を高めるプロモーションツールの



制作等の知的財産への投資を行っています。

【４－１（１）】

（経営陣に対する委任の範囲とその概要）

当社は、決裁権限基準に基づき、取締役会、代表取締役、本部長等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権
限を明確に定めております。

【４－９】

（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビ
ジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選
任しております。

【４－１１（１）】

（取締役会の多様性に関する考え方）

取締役の員数については、定款で取締役（監査等委員である取締役を除く。）を13名以内、監査等委員である取締役を５名以内と定めており、会
社の各組織及び各機能を的確かつ総合的に経営できる体制になっていると判断しています。

豊富な経験と多様な専門知識を持った11名の取締役（内３名は独立社外取締役）で構成しております。取締役選任については、会社の運営を的
確かつ迅速に意思決定できるよう、各取締役の知識・経験・能力のバランスを考慮しており、多様性及び規模も適切であると判断しています。

また、各取締役の経験と専門性等を一覧化したスキル・マトリックスを作成し、選任理由と合わせて定時株主総会招集ご通知に記載し開示してお
ります。

なお、独立社外取締役の内１名は他社での経営経験と豊富な知識を有する人物を選任しております。

【４－１１（２）】

（取締役の兼任状況）

取締役の兼任状況は定時株主総会招集ご通知、有価証券報告書等で開示されており、その数は合理的な範囲であると判断しております。また、
各社外取締役はほとんどの取締役会に出席しております。

【４－１４（２）】

（取締役に対するトレーニングの方針）

自らの役割や法的責任等について認識を深めるために、取締役全員を対象とした研修を適宜実施しております。

【５－１】

（株主との建設的な対話に関する方針）

当社は、管理統括本部長をＩＲ担当責任者とし、管理統括本部総務人事部をＩＲ担当部署としております。株主や投資家からの面談などの申し込み
を随時受け付けております。また、当社ウェブサイトによる情報開示などにより、当社の理解を深めていただけるようにしております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年6月29日

該当項目に関する説明

当社グループは、事業収益性の向上および資本市場評価の向上を重要な経営課題と認識しており、現状の資本効率や市場評価について分析を
行い、資本コストを上回る収益性の確保を目指して対応を始めております。具体的には、2026年度からの3か年中期経営計画に基づき売上および
利益の増強を図り、2028年度には株主資本利益率（ROE）を2.2％に引き上げる目標設定をしております。同時に、自社株取得および増配の継続
検討による株主還元の強化、成長分野への積極的な資金投入による資金効率改善を行ってまいります。2026年度の事業方針「日々確実な成長
を実現する」に沿って、成長による企業価値向上が全てのステークホルダーに対する責務であることを念頭に置き、特殊紙・特殊素材を取扱する
当社事業の認知度向上実現も含め、ＩＲ活動を継続してまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

特種東海製紙株式会社 814,100 8.80



平和紙業取引先持株会 659,500 7.13

王子エフテックス株式会社 519,100 5.61

日本製紙株式会社 313,500 3.39

北越コーポレーション株式会社 306,000 3.31

富士共和製紙株式会社 282,900 3.06

東京製紙株式会社 253,350 2.74

小島勝正 234,443 2.53

清家義雄 206,197 2.23

株式会社Kasuga 202,750 2.19

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．当社は、自己株式を865,895株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 1 年



取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

柴田貢 他の会社の出身者

松岡幸秀 公認会計士

原浩之 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

柴田貢 　 ○ ―――

柴田貢氏は、柴田園芸刃物株式会社の経営に
長年携わられ、その豊富な経験と幅広い見識
を有しております。これらを踏まえ、中立・公正・
客観的な立場から、当社経営に対する助言や
他業界の動向に関する情報提供、業務執行の
監督等について十分にその職責を果たしてい
ただけるものと判断し、当社の社外取締役に選
任しております。また、同氏は当社経営陣と独
立した地位を有し、当社との主要な取引関係が
ないため、一般株主との利益相反が生ずる恐
れがないと判断し、独立役員に指定しておりま
す。

松岡幸秀 ○ ○ ―――

松岡幸秀氏は、有限責任監査法人トーマツに
おいて長年にわたり業務に従事された後、現在
は松岡公認会計士事務所の代表を務めており
ます。同氏は、公認会計士および税理士として
高度な専門知識と豊富な経験を有しており、こ
れらを当社の監査・監督体制の強化に活かし
ていただけるものと判断し、監査等委員である
社外取締役候補者としております。また、同氏
は当社経営陣と独立した地位を有し、当社との
主要な取引関係がないため、一般株主との利
益相反が生ずる恐れがないと判断し、独立役
員に指定します。



原浩之 ○ ○ ―――

原浩之氏は、有限責任監査法人トーマツおよ
びデロイトトーマツ税理士法人において長年に
わたり業務に従事された後、現在は原浩之公
認会計士・税理士事務所の代表を務めており
ます。同氏は、公認会計士および税理士として
高度な専門知識と豊富な経験を有しており、こ
れらを当社の監査・監督体制の強化に活かし
ていただけるものと判断し、監査等委員である
社外取締役候補者としております。また、同氏
は当社経営陣と独立した地位を有し、当社との
主要な取引関係がないため、一般株主との利
益相反が生ずる恐れがないと判断し、独立役
員に指定します。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現在は監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は置いておりませんが、監査等委員会からの要望があった場合には、必要に応じて
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを検討いたします。なお、人選にあたっては、監査等委員でない取締役からの独
立性を確保するものとし、監査等委員会と代表取締役社長との間で協議を行い、その職務遂行に足る適切な人材を選定いたします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、監査法人、内部監査室との連携状況について、監査法人から提出される監査計画、四半期レビュー報告書等により監査等委員会
及び内部監査室は説明を受け、必要に応じて監査現場の立ち会いを実施する等、相互に情報・意見交換を行います。また、監査等委員会は原則
として、内部監査室と合同で監査を実施します。当社の全ての部署及び子会社における内部統制システム全般の整備・運用状況にかかる検証結
果は、監査等委員会と内部監査室で共有します。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

取締役（監査等委員である取締役を除く。）へのインセンティブの付与は現時点では特段行っておりませんが、報酬総額は経営者としての職務内
容、責任、貢献度等を考慮して決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書に総額を開示しております。

なお、個別開示基準である連結報酬総額１億円以上の該当者はおりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

本報告書【３－１】（情報開示の充実）（３）「経営陣幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を決定するに当たっての方針と手続」に
記載しております。

【社外取締役のサポート体制】

管理統括本部総務人事部が窓口となってサポートしており、重要な案件については、個別に事前説明等を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・企業統治の体制の概要

当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。また、執行役員制度を採用しております。

ａ 取締役会

・取締役会は、取締役11名で構成されております。また、当社は独立社外取締役３名を選任しております。独立社外取締役は、中立、公正、客観
的な立場から当社の経営へのアドバイスや他業界での動静に関する情報提供、業務執行の監督等の職責を果たしております。

・取締役会は、法令、定款及び取締役会付議・報告事項に関する「取締役会規程」の定めに基づき、当社の経営に関する基本方針、重要な業務
執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項を決議しております。また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき
取締役及び執行役員から報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。



・取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、取締役会には執行役員、子会社社長も
出席し、取締役より意見、説明等を求められた際に対応できるようにしております。

・社外取締役による意見交換会を年１回実施しており、客観的な立場に基づく情報交換と認識共有を図っております。

ｂ 経営会議

当社と当社グループの経営及び業務運営上の重要課題につきましては、経営会議において十分に協議をし、決議機関である取締役会に諮って
おります。経営会議は、「経営会議規程」に基づき、原則として毎月１回開催し、代表取締役社長及び選任された業務執行取締役で構成しておりま
す。

ｃ 役員報告会

役員報告会は原則として毎月１回開催され、取締役会終了後に取締役、執行役員及び子会社社長が出席し、各部門及び各子会社から業績の進
捗、対策及び業務執行に関する主要な報告を行っております。

ｄ 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（監査等委員である社外取締役２名を含む。）で構成されております。また、当社は監査等委員で
ある独立社外取締役２名を選任しております。監査等委員会は、法令、定款及び「監査等委員会規程」の定めに則り、原則として３ヶ月に１回開催
するほか、必要に応じて随時開催し、取締役会の議案及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に係る事項の監査を行っており
ます。取締役会及び役員報告会へも出席し、客観的な立場から適切な関与、助言を行っております。また、代表取締役及び社外取締役と会社が
対処すべき課題等について意見交換会を実施しております。

e 執行役員

指名委員会等設置会社の執行役とは異なりますが、執行役員制度を採用しており、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とし、３名が就任し
ております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役の意思決定および業務執行の迅速化ならびに取締役会の監督機能の強化を図り、

コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実および企業価値の向上を実現することを目的として、監査等委員会設置会社の機関設計を採用して
おります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2026年６月25日開催の平和紙業株式会社第93期定時株主総会の招集通知は６月4日に
発送しております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット（スマートフォンを含む）による議決権の行使が可能です。

その他

招集通知の発送前日の2026年６月３日に、当社及び東京証券取引所のウェブサイトに掲
載しております。

・当社ウェブサイト：

https://www.heiwapaper.co.jp/ir/meeting.html

・東京証券取引所ウェブサイト：

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

IR資料のホームページ掲載 決算情報・決算情報以外の適時開示資料

IRに関する部署（担当者）の設置 管理統括本部総務人事部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 ISO14001:2015審査登録



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「服務規律」をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規
範とします。また、その徹底を図るため、管理統括本部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同本部を中心に取締役
及び使用人に対する教育等を行います。内部監査室は、管理統括本部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は必要に
応じ、取締役会及び監査等委員会に報告されるものとします。法令上疑義のある行為等について、取締役及び使用人が直接情報提供を行う手段
として、管理統括本部総務人事部内に通報・相談窓口を設置・運営します。

（２） 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報の記録として、各種議事録、稟議書、契約書等を法令及び「文書取扱規程」に従い適切に保存、管理し、監査等委
員会が求めたときは、代表取締役はいつでも当該文書を閲覧又は謄写に供する体制となっています。

（３）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

A.リスク管理については、「リスク管理規程」を制定し、その対応を明確にしています。

B.管理統括本部をリスク管理統括部署と位置づけ、各部門担当取締役の業務に係るリスク管理状況を把握し、必要に応じて支援提言を行いま
す。

C.内部監査室は代表取締役の指示により、リスク対策等の状況を検証し、代表取締役及び監査等委員会に報告します。

（４）当社及び当社子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下に記載の経営管理システムを用いて、事業の推進に伴うリスクを継続的に監視し、取締役の職務執行の効率性を確保しています。

A.会社に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に検討するため、代表取締役社長及び選任された業務執行取締役で経営
会議を組織し審議しています。

B.目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、当社及び当社子会社全体の目標値を年度予算として策定し、それに
基づく業績管理を行っています。

C.業務運営の状況を把握し、その改善を図るために内部監査を実施しています。

D.会計監査人の代表取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については、監査等委員会が事前に報告を受領し、会計監査
人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については監査等委員会の事前承認を要します。

（５）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

毎月の取締役会後の役員報告会において、子会社の代表取締役より取締役等の職務執行について報告を受ける体制となっています。

（６）当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

A.監査等委員会並びに内部監査室による調査・監査は、子会社についても実施対象としています。

B.当社グループにおける法令・諸規則・諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、内部通報処理制度を実施しています。

（７）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

現在監査等委員会の補助使用人は配置していませんが、今後必要となったときには、代表取締役の指揮命令には服さない専属の使用人を配置
します。

（８）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び当該
取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

前項の補助使用人を配置する場合における人事、その使用人の考課・報酬等については、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で決定しま
す。

（９）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は監査等委員会へ、法定の事項に加えて以下の事項を遅滞なく報告する体制となっていま
す。

A.経営会議に付議、報告された案件のうち特に重要な事項

B.内部監査室が実施した監査の結果

C.内部通報制度による通報の状況

（１０）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

当社監査等委員が年１回直接子会社へ赴き、必要な報告を受けています。また、「公益通報の取扱に関する規程」において、管理統括本部総務
人事部が通報の事実を当社監査等委員会に通知するよう定められています。

（１１）前２項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

「公益通報の取扱に関する規程」において、通報者等の保護が保障されています。

（１２）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

出張等における費用は「旅費規程」において、その他の費用又は債務は「稟議規程」に定められている範囲内で申請・精算処理をしています。

（１３）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会が、内部監査室に対して職務の補助を要請したときは、原則として代表取締役はこれに応諾するとともに、必要な協力を行う体制と
なっています。

（１４）法令遵守体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備するため、次の施策を行います。

・反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な
連携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行いません。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「内部統制システム等に関する基本的な考え方」において、反社会的勢力との関係遮断を宣誓しております。

（外部専門機関との連携）

警察署の暴力担当課、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などの外部専門機関と連携するため、平素から連絡体制を構築し情報交換を行なっ
ています。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（適時開示体制の概要）

当社は、会社情報の適時開示にあたって、開示対象となる情報を適切に識別して網羅的に収集し、適時開示等規則その他の関連諸法令・諸規則
を遵守しつつ、正確、明瞭かつ投資判断資料として十分な情報が記載された開示資料の作成を行い、承認・決定等を実施したうえで、適時、適切
に開示を行っております。

１．会社情報の適時開示に係る組織等

会社情報の適時開示については、管理統括本部長を責任者とし、管理統括本部総務人事部を事務局として会社情報を集約し開示する体制をとっ
ております。

２．会社情報の内容及び管理等

決算情報等機関決定が必要な情報については取締役会で決議及び承認を経た後で、速やかに開示しております。その他、事務局に集約される
会社情報については、管理統括本部長が代表取締役社長と協議のうえ、適時、適切に開示を行っております。

３．会社情報の公表

情報開示にあたっては、東京証券取引所の「ＴＤnetシステム」への登録を行うとともに、報道機関への公表を行うなど、株主、投資家等への適時、
適切な情報開示を行っております。



【参考資料：ガバナンス体制の模式図】

代表取締役

内部監査室 会計監査人

経営会議

・各本部

・各本支店

・各グループ会社

株主総会

取締役会 監査等委員会

　　業務執行

選任・解任

報告
報告

選任・解任

指示・監督

監査

会計監査

指示・監督 報告

選任・解任

選任・解任

指示

連携監督 監査等

監査等

連携

連携

報告

内部統制委員会

連携

取締役

（監査等委員を除く） 取締役（監査等委員）


